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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯用（ハンドヘルド）デバイスのディスプレイ領域上にユーザインターフェース（Ｕ
Ｉ）を提供するための複数個のアイコンをディスプレイする方法であって、
　前記ディスプレイ領域上で検出されたユーザタッチに基づいて部分ディスプレイ領域を
決定するステップと、
　前記部分ディスプレイ領域上に前記アイコンを配列するステップと、
　前記配列されたアイコンの再配置を提供するメニューをディスプレイするステップであ
って、前記再配置はユーザによって手動で設定される、ステップと、
　前記部分ディスプレイ領域内で前記メニューに対する前記ユーザの入力に基づいて前記
配列されたアイコンを再配置するための手動設定を検出するステップと、
　前記ユーザによる前記手動設定に基づいて、前記部分ディスプレイ領域上に前記再配置
されたアイコンをディスプレイするステップとを含み、
　前記メニューは、前記部分ディスプレイ領域に配列された前記アイコンのうちから前記
ユーザにより選択された少なくとも一つのアイコンの位置、間隔、サイズのうちの少なく
とも一つを調整する項目を含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記選択された少なくとも一つのアイコンの位置、間隔、サイズのうちの少なくとも一
つは、基準ＵＩに基づいて調整される
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　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記メニューは、前記選択された少なくとも一つのアイコンの位置、間隔、サイズのう
ちの少なくとも一つを個別的にまたは均一に調整する項目を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記部分ディスプレイ領域が前記ディスプレイ領域の外に位置した領域を含むと、前記
ユーザの手動設定に基づいて前記再配置されたアイコンの一部が、前記ディスプレイ領域
で現在ページから次のページに移動する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記再配置されたアイコンは、前記ユーザの選好度に基づいて前記ディスプレイ領域に
配置されたデフォルトアイコンのうちから選択されたアイコンである
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記決定するステップは、
　前記部分ディスプレイ領域が決定されると、前記部分ディスプレイ領域の調整または維
持を選択するための入力要請をディスプレイするステップと、
　前記ユーザが前記部分ディスプレイ領域の維持に対応する入力要請を選択した場合、前
記ディスプレイ領域上に前記部分ディスプレイ領域をディスプレイするステップと、
　前記ユーザが前記部分ディスプレイ領域の調整に対応する入力要請を選択した場合、ユ
ーザ入力に基づいて前記部分ディスプレイ領域を調整するための入力要請をディスプレイ
するステップと、を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記部分ディスプレイ領域が決定されると、前記部分ディスプレイ領域上に前記アイコ
ンを再配置するステップをさらに含み、
　前記再配置するステップは、
　前記ディスプレイ領域を第１のサブ領域に分割し、前記部分ディスプレイ領域を第２の
サブ領域に分割するステップと、
　前記第１のサブ領域の第１の座標と前記第２のサブ領域の第２の座標を獲得するステッ
プと、
　前記第１の座標及び前記第２の座標の間にマッピング関係を計算するステップと、
　前記マッピング関係に基づいて前記ディスプレイ領域に配置されたアイコンを前記部分
ディスプレイ領域上に前記再配置されたアイコンに転換するステップを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記部分ディスプレイ領域上に追加的なＵＩを提供する少なくとも一つのアイコンをデ
ィスプレイするステップをさらに含み、
　前記追加的なＵＩは、前記部分ディスプレイ領域を頻繁に使用するページとして設定す
る機能、前記部分ディスプレイ領域から前記ディスプレイ領域に転換する機能、及び開始
ページに戻る機能のうちの少なくとも一つを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記決定するステップは、
　前記ユーザタッチに基づいて前記部分ディスプレイ領域を決定するための入力要請と予
め決められたデフォルト部分ディスプレイ領域のうちの一つを選択するための前記ユーザ
に対する入力要請のうちの少なくとも一つをディスプレイするステップを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記部分ディスプレイ領域が決定されると、範囲、時間及び回復時間のうちの少なくと
も一つを設定するためのメニューをディスプレイするステップと、
　前記設定された範囲と前記設定された時間は、各々前記部分ディスプレイ領域を適用す
る方法及び時間を決定し、前記設定された回復時間は、前記部分ディスプレイ領域から前
記ディスプレイ領域に復帰する時間を決定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ディスプレイ領域上にユーザインターフェース（ＵＩ）を提供するための複数個のアイ
コンをディスプレイする携帯用（ハンドヘルド）デバイスであって、
　前記ディスプレイ領域上で検出されたユーザタッチに基づいて部分ディスプレイ領域を
決定する領域決定部と、
　前記部分ディスプレイ領域上に前記アイコンを配列する制御部と、前記配列されたアイ
コンの再配置を提供するメニューをディスプレイするディスプレイ部とを具備し、前記再
配置はユーザによって手動で設定され、
　前記制御部は、前記部分ディスプレイ領域内で前記メニューに対する前記ユーザの入力
に基づいて前記配列されたアイコンを再配置するための手動設定を検出し、前記ユーザに
よる前記手動設定に基づいて前記部分ディスプレイ領域上に前記再配置されたアイコンを
ディスプレイするように前記ディスプレイ部を制御し、
　前記メニューは、前記部分ディスプレイ領域に配列された前記アイコンのうちから前記
ユーザにより選択された少なくとも一つのアイコンの位置、間隔、サイズのうちの少なく
とも一つを調整する項目を含む
　ことを特徴とする携帯用デバイス。
【請求項１２】
　前記選択された少なくとも一つのアイコンの位置、間隔、サイズのうちの少なくとも一
つは、基準ＵＩに基づいて調整される
　ことを特徴とする請求項１１に記載の携帯用デバイス。
【請求項１３】
　前記メニューは、前記選択された少なくとも一つのアイコンの位置、間隔、サイズのう
ちの少なくとも一つを個別的にまたは均一に調整する項目を含む
　ことを特徴とする請求項１１に記載の携帯用デバイス。
【請求項１４】
　前記部分ディスプレイ領域が前記ディスプレイ領域の外に位置した領域を含むと、前記
ユーザの手動設定に基づいて前記再配置されたアイコンの一部が、前記ディスプレイ領域
で現在ページから次のページに移動する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の携帯用デバイス。
【請求項１５】
　前記再配置されたアイコンは、前記ユーザの選好度に基づいて前記ディスプレイ領域に
配置されたデフォルトアイコンのうちから選択されたアイコンである
　ことを特徴とする請求項１１に記載の携帯用デバイス。
【請求項１６】
　前記制御部は、
　前記部分ディスプレイ領域が決定されると、前記部分ディスプレイ領域の調整または維
持を選択するための入力要請をディスプレイするように前記ディスプレイ部を制御し、
　前記ユーザが前記部分ディスプレイ領域の維持に対応する入力要請を選択した場合、前
記ディスプレイ領域上に前記部分ディスプレイ領域をディスプレイするように前記ディス
プレイ部を制御し、
　前記ユーザが前記部分ディスプレイ領域の調整に対応する入力要請を選択した場合、ユ
ーザ入力に基づいて前記部分ディスプレイ領域を調整するための入力要請をディスプレイ
するように前記ディスプレイ部を制御する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の携帯用デバイス。
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【請求項１７】
　前記部分ディスプレイ領域が決定されると、前記制御部は、前記部分ディスプレイ領域
上に前記アイコンの再配置を実行し、
　前記制御部は、前記再配置を実行する間前記ディスプレイ領域を第１のサブ領域に分割
し、前記部分ディスプレイ領域を第２のサブ領域に分割し、前記第１のサブ領域の第１の
座標と前記第２のサブ領域の第２の座標を獲得し、前記第１の座標及び前記第２の座標の
間にマッピング関係を計算し、前記マッピング関係に基づいて前記ディスプレイ領域に配
置されたアイコンを前記部分ディスプレイ領域上に前記再配置されたアイコンに転換する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の携帯用デバイス。
【請求項１８】
　前記制御部は、前記部分ディスプレイ領域上に追加的なＵＩを提供する少なくとも一つ
のアイコンをディスプレイするように前記ディスプレイ部を制御し、
　前記追加的なＵＩは、前記部分ディスプレイ領域を頻繁に使用するページとして設定す
る機能、前記部分ディスプレイ領域から前記ディスプレイ領域に転換する機能、及び開始
ページに戻る機能のうちの少なくとも一つを含む
　ことを特徴とする請求項１１に記載の携帯用デバイス。
【請求項１９】
　前記制御部は、
　前記ユーザタッチに基づいて前記部分ディスプレイ領域を決定するための入力要請と予
め決められたデフォルト部分ディスプレイ領域のうちの一つを選択するための前記ユーザ
に対する入力要請のうちの少なくとも一つをディスプレイするように前記ディスプレイ部
を制御する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の携帯用デバイス。
【請求項２０】
　前記制御部は、
　前記部分ディスプレイ領域が決定されると、範囲、時間及び回復時間のうちの少なくと
も一つを設定するためのメニューをディスプレイするように前記ディスプレイ部を制御し
、
　前記設定された範囲と前記設定された時間は、各々前記部分ディスプレイ領域を適用す
る方法及び時間を決定し、前記設定された回復時間は、前記部分ディスプレイ領域から前
記ディスプレイ領域に復帰する時間を決定する
　ことを特徴とする請求項１１に記載の携帯用デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザインターフェース（User Interface：ＵＩ）を提供するタッチスクリ
ーンに係り、特に、ユーザの利便性をより向上させることができるＵＩ制御方法及び装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォン、タブレットＰＣ、電子書籍端末機などのような各種ディジタル携帯端
末の使用が急速に大衆化されると同時に、ディジタル携帯端末の役割が変化している。幅
広く使用されるスマートフォンの場合、個人携帯通信デバイスとしての役割だけでなく、
個人情報管理デバイスのような情報処理機器としての役割が一層増大する方向に具現され
ている。したがって、ユーザの利便性を向上させるためにディジタル携帯端末にオブジェ
クト指向ユーザ情報入力手段が使用される。例えば、ディジタル携帯端末は、タッチスク
リーンの適用を通して対応するユーザがより便利に必要な情報の入力及び処理を実行する
ようにする。既存のディジタル携帯端末のタッチスクリーンの異なるサイズが小型である
ので、ユーザがディジタル携帯端末のタッチスクリーン上で必要な情報の選択及び入力を
行う時に使用上の不便さが発生し得る。これに関連して、タッチスクリーンの異なるサイ
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ズがディジタル携帯端末に対して発展され、幅広く装着されている。したがって、例えば
、ディジタル携帯端末で相対的により大きいタッチスクリーンは、片手操作ユーザのため
のタッチに難しさを与え得る。
【０００３】
　図１Ａ及び図１Ｂは、従来技術によるタッチ可能な領域の観点でディジタル携帯端末の
タッチスクリーンサイズが大きくなるにつれて発生するユーザのタッチ可能な領域の制約
を示す図である。
【０００４】
　図１Ａ及び図１Ｂを参照すると、図１Ｂは、図１Ａに示す従来技術のスマートフォンの
タッチスクリーン１００ａに比べてサイズが大きいスマートフォンのタッチスクリーン１
００ｂを示す図である。
【０００５】
　図１Ｂのスマートフォンにおいて、タッチスクリーン１００ｂの部分は、入力手段の使
用環境に従ってタッチスクリーン１００ｂのサイズが相対的に大きくなったために、ユー
ザによるタッチングに対してタッチできないか又はアクセスできないことがある。例えば
、ユーザの片手がスマートフォンの入力手段として使用され得ることを仮定する。説明の
便宜上、片手でディジタル携帯端末を操作するユーザを‘片手ユーザ’と称する。
【０００６】
　スマートフォンを使用するために、片手ユーザは、まず、スマートフォンを固定しなけ
ればならない。具体的に、ユーザは、片手の親指を除く残りの４つの指でスマートフォン
を固定する。その後に、片手ユーザは、主に親指１０５を用いてスマートフォンに情報を
入力する。
【０００７】
　図１Ａを参照すると、タッチスクリーン１００ａの操作のために親指１０５が既存のス
マートフォンのタッチスクリーン１００ａのディスプレイ領域の全体に到達すると仮定す
る。しかしながら、既存のスマートフォンのタッチスクリーン１００ａに比べてスクリー
ンサイズが増加されたスマートフォンのタッチスクリーン１００ｂの場合、上述した操作
範囲は、タッチスクリーン１００ｂの一部の領域だけに対応し、タッチスクリーン１００
ｂで親指１０５が到達できない（すなわち、接触するか又は位置できない）領域が存在す
る。
【０００８】
　一般的に、タッチスクリーンでユーザ入力を受信するためのユーザインターフェース（
ＵＩ）は、タッチスクリーン又はＵＩで予め定められた間隔でグリッドを有するアレイ状
に配置され、特定の位置のみに存在する。
【０００９】
　したがって、図１Ｂに示すように、片手ユーザが相対的に大きいタッチスクリーン１０
０ｂを使用する場合、片手ユーザに使用可能な操作範囲は、タッチスクリーン１００ｂの
一部の領域に限定される。また、タッチスクリーン１００ｂが典型的なグリッド構造でＵ
Ｉを提供するか又は操作範囲から外れた領域でＵＩを提供する場合、片手ユーザのＵＩ利
便性は、さらに減少することがある。
【００１０】
　上述した情報は、本発明の理解を助けるために背景情報としてだけ提示される。本発明
に対する先行技術で適用されることができるのか否かに関してはいかなる決定及びいかな
る主張もない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、上述した課題もしくは不都合な点を解決し、少なくとも以下に示す優
位性を提供する。すなわち、本発明の目的は、タッチスクリーンのディスプレイ領域の部
分をユーザのタッチ可能な部分領域として決定し、ユーザのタッチ可能な部分領域でＵＩ
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を提供する方法及びこのような方法を使用するタッチスクリーンを提供することにある。
【００１２】
　本発明の別の目的は、ユーザの便宜を考慮してＵＩのサイズ及び位置を調整することに
よりタッチスクリーンのディスプレイ領域の一部であるユーザのタッチ可能な領域でＵＩ
を再配置する方法及びこのような方法を使用するタッチスクリーンを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、タッチスクリーンを使
用するユーザインターフェース（ＵＩ）を提供する方法が提供される。この方法は、ユー
ザデバイス内に予め設定されている基本設定メニューを通じてメニュー項目をディスプレ
イするステップと、メニュー項目は、ユーザタッチ可能な部分領域でタッチスクリーンの
ディスプレイ領域に配置されたＵＩの再配置を選択するために使用され、ＵＩの再配置を
選択するユーザタッチ入力が感知されると、ユーザタッチ可能な部分領域で再配置された
ＵＩをディスプレイする再配置されたスクリーンをディスプレイするステップとを有する
ことを特徴とする。
【００１４】
　本発明の別の態様によれば、ユーザインターフェース（ＵＩ）を提供するタッチスクリ
ーン装置が提供される。この装置は、ユーザデバイス内に予め設定されている基本設定メ
ニューを通じてメニュー項目をディスプレイするディスプレイ部と、メニュー項目は、ユ
ーザタッチ可能な部分領域でタッチスクリーンのディスプレイ領域に配置されたＵＩの再
配置を選択するために使用され、ＵＩの再配置を選択するユーザタッチ入力が感知される
と、ユーザタッチ可能な部分領域で再配置されたＵＩを含む再配置されたスクリーンをデ
ィスプレイするようにディスプレイ部を制御する制御部とを有することを特徴とする。
【００１５】
　本発明の他の目的、利点、及び顕著な特徴は、添付の図面及び本発明の実施形態からな
された以下の詳細な説明から、この分野の当業者に明確になるはずである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によると、部分的なタッチが可能な領域がタッチスクリーンのディスプレイ領域
で設定され、ＵＩがディジタル携帯端末でＵＩのサイズ及び位置を調整することにより、
部分的なタッチが可能な領域に配置されるので、ユーザ経験が向上する。また、付加のＵ
Ｉは、部分的なタッチが可能な領域で再配置されたＵＩを使用するために提供され、これ
により、ユーザ経験がより向上する。
【００１７】
　本発明の実施形態の上述した及び他の様相、特徴、及び利点は、以下の添付図面が併用
された後述の詳細な説明から、より一層明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１Ａ】従来技術によるタッチ可能な領域の観点でディジタル携帯端末のタッチスクリ
ーンサイズが大きくなるにつれて発生するユーザのタッチ可能な領域の制約を示す図であ
る。
【図１Ｂ】従来技術によるタッチ可能な領域の観点でディジタル携帯端末のタッチスクリ
ーンサイズが大きくなるにつれて発生するユーザのタッチ可能な領域の制約を示す図であ
る。
【図２】本発明の実施形態に従って定義されるコンフォートゾーンを示す図である。
【図３】本発明の実施形態によるタッチスクリーン制御装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図４Ａ】本発明の実施形態によるタッチスクリーン制御装置のコンフォートゾーン決定
部の動作を示すフローチャートである。
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【図４Ｂ】本発明の実施形態によるタッチ入力要請スクリーンの一例を示す図である。
【図４Ｃ】本発明の実施形態によるコンフォートゾーンを決定する方法を示す図である。
【図５Ａ】本発明の実施形態によるタッチスクリーン制御装置のユーザインターフェース
（ＵＩ）レイアウト変換部の動作を示すフローチャートである。
【図５Ｂ】本発明の実施形態による既存のディスプレイ領域と現在のコンフォートゾーン
との間の２次元射影変換（Projective Transform）の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態によるコンフォートゾーンの一例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態による様々な形態のコンフォートゾーン及びコンフォートゾー
ンで再配置されたアイコンの位置及びサイズの例を示す図である。
【図８Ａ】本発明の実施形態によるホームスクリーンでのアイコンレイアウト及び初期動
作を示す図である。
【図８Ｂ】本発明の実施形態に従って選択されたアイコンの再配置の特定の設定のために
ディスプレイされるスクリーンを示す図である。
【図９Ａ】本発明の実施形態に従って選択されたアイコンの再配置のために使用可能な追
加のＵＩをディスプレイするスクリーンを示す図である。
【図９Ｂ】本発明の実施形態に従って選択されたアイコンの再配置のためにコンテンツ別
に使用可能な追加のＵＩをディスプレイするスクリーンを示す図である。
【図１０Ａ】本発明の他の実施形態によるタッチスクリーン制御装置のコンフォートゾー
ン決定部の動作を示すフローチャートである。
【図１０Ｂ】本発明の他の実施形態によるコンフォートゾーン選択スクリーンの一例を示
す図である。
【図１０Ｃ】本発明の他の実施形態によるタッチスクリーン制御装置で予め記憶されてい
るデフォルトコンフォートゾーンの一例を示す図である。
【図１０Ｄ】本発明の他の実施形態によるデフォルトコンフォートゾーン選択スクリーン
の一例を示す図である。
【図１０Ｅ】本発明の他の実施形態によるデフォルトコンフォートゾーン選択スクリーン
で‘新たに設定するボタン’が選択される場合を示す図である。
【図１１Ａ】本発明のまた他の実施形態によるユーザデバイスの設定メニューに付加され
たコンフォートゾーン適用設定メニューのメニュー項目を示す図である。
【図１１Ｂ】本発明のまた他の実施形態によるコンフォートゾーン適用設定メニューが提
供する‘適用時点’メニュー項目で‘常時適用’が選択された状況でユーザタッチ入力の
特定のモーションがスライドとして入力される場合のみにコンフォートゾーンが適用され
る一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図面中、同一の図面参照符号が同一の構成要素、特性、又は構造を意味することは、容
易に理解できるであろう。
【００２０】
　添付の図面を参照した下記の説明は、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範
囲内で定められるような本発明の実施形態の包括的な理解を助けるために提供され、この
理解を助けるための様々な特定の詳細を含むが、単なる実施形態にすぎない。従って、本
発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく、ここに説明した実施形態の様々な変更及び修正
が可能であるということは、当該技術分野における通常の知識を有する者には明らかであ
ろう。また、明瞭性と簡潔性の観点から、当業者に良く知られている機能や構成に関する
具体的な説明を省略する。
【００２１】
　以下の説明及び特許請求の範囲で使用する用語及び単語は、辞典的意味に限定されるも
のではなく、本発明の理解を明確且つ一貫性があるようにするために使用される。従って
、本発明の実施形態の説明が単に実例を提供するためのものであって、特許請求の範囲と
これと均等なものに基づいて定義される発明をさらに限定する目的で提供されるものでな
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いことは、本発明の技術分野における通常の知識を持つ者には明らかであろう。
【００２２】
　本願明細書に記載の各要素は、文脈中に特に明示しない限り、複数形を含むことは、当
業者には理解できるであろう。従って、例えば、“コンポーネント表面（a component su
rface）”との記載は、１つ又は複数の表面を含む。
【００２３】
　“実質的に(substantially)”という用語は、提示された特徴、パラメータ、又は値が
正確に設定される必要はないが、許容誤差、測定誤り、測定精度限界及び当業者に知られ
ているか、あるいは当業者によって実験なしに得られる要素を含む偏差又は変化が、これ
ら特性が提供しようとする効果を排除しない範囲内で発生することを意味する。
【００２４】
　本発明の実施形態は、上述した本発明の技術的な側面を達成するために提供されるので
あろう。本発明の実施形態の具現において、定義されているエンティティは、同一の名称
を有し得、これらが本発明の範囲を限定するのではない。したがって、本発明の実施形態
は、類似した技術的背景を有する任意のシステムにおいても同一であるか又は容易な変更
で具現されることができる。
【００２５】
　本発明は、ユーザのタッチ不可能なディスプレイ領域を有するタッチスクリーンの一部
をユーザのタッチ可能な領域として決定し、ユーザのタッチ可能な領域でユーザインター
フェース（ＵＩ）を再配置する方法を提供する。本発明の実施形態において、ＵＩは、ユ
ーザとの相互作用及び／又はインターフェースを行うボタン、アイコン、シンボル、命令
、絵、ビデオ及びタッチスクリーン及び／又はディスプレイデバイスでグラフィック的に
ディスプレイされる任意の他の類似した及び／又は適切なエレメントがタッチスクリーン
でディスプレイされる任意のグラフィックエレメントであろう。以下、本明細書では、ユ
ーザの接触不可能なディスプレイ領域を有するタッチスクリーンに対するユーザの入力手
段の一例として片手を使用する場合を仮定する。しかしながら、本発明は、入力手段がユ
ーザの任意の指及びスタイラス（stylus）のような任意の適切な及び／又は類似した入力
手段であり得ることに限定されない。
【００２６】
　説明の便宜上、片手でディジタル携帯端末を操作するユーザを‘片手ユーザ’と称する
。しかしながら、本発明において、入力手段がユーザの片手に限定されないことに留意す
べきである。
【００２７】
　まず、本発明の実施形態に従ってタッチスクリーンのディスプレイ領域の中でタッチ可
能な部分がユーザのタッチ可能な領域として定義される。ユーザのタッチ可能な領域は、
入力手段によりタッチ可能な領域と、入力手段がタッチスクリーンのディスプレイスクリ
ーンでタッチスクリーンを接触しなくても入力手段がタッチスクリーン上に位置し得る領
域とを含む。入力手段がタッチスクリーン上に位置する場合、タッチスクリーンへの入力
、例えば、ユーザの手又はスタイラスペンのモーションは、モーション認識により認識さ
れる。
【００２８】
　本発明の実施形態によるタッチスクリーンは、既存のタッチスクリーンに比べて相対的
に大きいスクリーンサイズを有する。タッチスクリーンがユーザのタッチ不可能な領域、
すなわち、ユーザの入力手段が到達できない領域又はユーザの範囲に従って入力手段によ
りユーザのタッチ不可能な領域及び／又は到達できない領域を含む限り、本発明の実施形
態は、タッチスクリーンに適用されることができる。
【００２９】
　本発明の実施形態では、ユーザのタッチ可能な部分領域を決定するための入力手段が片
手ユーザの親指であると仮定する。この場合、ユーザのタッチ可能な部分領域は、親指に
よりタッチ可能な領域として定義されるコンフォートゾーン（comfort zone）と称される
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。本発明の実施形態では、‘コンフォートゾーン’の用語を使用して説明され、コンフォ
ートゾーンは、同一の意味を有するユーザのタッチ可能な部分領域に交換可能なように使
用される。
【００３０】
　図２は、本発明の実施形態に従って定義されるコンフォートゾーンを示す図である。
　図２を参照すると、片手ユーザがタッチスクリーンを備える携帯用ディジタル端末を片
手で操作する場合、片手ユーザは、図２に示すような手形態であり得る。片手ユーザは、
手の親指を除く残りの４つの指でディジタル携帯端末を固定する。したがって、ユーザは
、親指を用いてタッチスクリーンのディスプレイ領域をタッチすることにより特定の要請
のような情報を入力する。扇形領域２００は、タッチスクリーンで親指が到達できる範囲
を定義する。
【００３１】
　本発明の実施形態において、コンフォートゾーン２０５は、片手ユーザの親指によりタ
ッチされることができる領域又は親指が位置できる上の領域、すなわち、全扇形領域２０
０として定義され得る。本発明の他の実施形態において、コンフォートゾーン２０５は、
扇形領域２００の部分として定義され、扇形領域２００の部分は、親指により容易にタッ
チ可能であるか又は容易に感知可能な、例えば、扇形領域２００の陰影部分である。
【００３２】
　本発明の実施形態は、片手ユーザがユーザデバイスを便利に操作することができるよう
にするために、ＵＩの位置、間隔、及びレイアウトを調整することにより、コンフォート
ゾーンでＵＩを再配置する方法を提案する。また、本発明の実施形態は、ユーザ経験（Us
er eXperience：ＵＸ）を考慮して、ユーザがコンフォートゾーンに再配置されるＵＩを
使用する間に追加のＵＩを提供する。
【００３３】
　図３は、本発明の実施形態によるタッチスクリーン制御装置の構成を示すブロック図で
ある。
【００３４】
　図３を参照すると、タッチスクリーン制御装置３００は、片手ユーザが操作するディジ
タル携帯端末のタッチスクリーンで情報をディスプレイするための特定の動作を実行する
。タッチスクリーン制御装置３００は、タッチスクリーンであり得るディスプレイ部３０
５と、コンフォートゾーン決定部３１０と、コンテキスト決定部３１５と、ＵＩレイアウ
ト変換部３２０とを含む。ディスプレイ部３０５は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）部、発
光ダイオード（ＬＥＤ）ディスプレイ部、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）ディスプレイ部、
有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ部、又は任意の他の類似した及び／又はデ
ィスプレイ部の適切なタイプのように、グラフィック情報をディスプレイするためのディ
スプレイ部の任意のタイプであり得る。タッチスクリーン制御装置３００の細部構成は、
単なる一実施形態であるだけである。したがって、コンフォートゾーン決定部３１０、コ
ンテキスト決定部３１５、及びＵＩレイアウト変換部３２０は、１つの構成素子に統合さ
れ得、又はより多くの構成素子に分割され得る。
【００３５】
　コンフォートゾーン決定部３１０、コンテキスト決定部３１５、及びＵＩレイアウト変
換部３２０は、図３のタッチスクリーン制御装置３００を有するディジタル携帯端末にお
いて、制御部（図示せず）、又はハードウェアの任意の他の類似した、及び／又は適切な
タイプに統合され得る。制御部は、本発明の実施形態によるディスプレイ部３０５の動作
及びＵＩ動作を制御するためのプログラムを有する少なくとも１つのプロセッサとして構
成され得る。また、ユーザのモーションを感知するために、タッチスクリーン制御装置３
００は、モーションセンサー（図示せず）をさらに含み得る。
【００３６】
　コンフォートゾーン決定部３１０は、コンフォートゾーンを決定するために必要とされ
るユーザ入力を受信し、ユーザ入力に基づいてコンフォートゾーンを決定する。コンテキ
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スト決定部３１５は、現在のＵＩが駆動されるコンテンツのタイプを判定する。ＵＩレイ
アウト変換部３２０は、ディスプレイ部３０５を通して表現されるグラフィックイメージ
をレンダリングし、本発明の実施形態に従って決定されたコンフォートゾーンでＵＩのサ
イズ、間隔、及びレイアウトを含むスクリーン構成を再調整する。ディスプレイ部３０５
は、ディスプレイ領域でコンフォートゾーンに再配置されたＵＩを含むグラフィックイメ
ージをディスプレイする。以下では、タッチスクリーン制御装置３００の構成部の各々に
対する動作についてより詳細に説明する。
【００３７】
　図４Ａは、本発明の実施形態によるタッチスクリーン制御装置のコンフォートゾーン決
定部の動作を示すフローチャートであり、図４Ｂは、本発明の実施形態によるユーザタッ
チ入力の一例を示す図であり、図４Ｃは、本発明の実施形態によるコンフォートゾーンを
決定する方法を示す図である。
【００３８】
　図４Ａ、図４Ｂ、及び図４Ｃを参照すると、説明の便宜上、コンフォートゾーン決定部
は、図３のコンフォートゾーン決定部３１０である。ステップ４００において、コンフォ
ートゾーン決定部３１０は、コンフォートゾーンを決定するためのコンフォートゾーン選
択スクリーン（図示せず）をディスプレイするようにディスプレイ部３０５を制御した後
にステップ４０５に進む。コンフォートゾーン選択は、例えば、ロックホームスクリーン
又はユーザタッチ入力を要請する追加のスクリーンであり得る。ディスプレイ部３０５が
ロックホームスクリーンをディスプレイするか、又はユーザタッチ入力を要請する追加の
スクリーンをディスプレイするかは、ユーザにより予め設定されるか、又は製造業者によ
りデフォルト形態で設定され得る。
【００３９】
　ステップ４０５において、コンフォートゾーン決定部３１０は、ユーザタッチ入力が検
出されたか否かを判定する。
【００４０】
　図４Ｂに示すように、片手ユーザは、ディスプレイ部３０５に対応するタッチスクリー
ンをタッチする。具体的に、片手ユーザは、タッチスクリーンの一部の領域４３０を親指
でタッチする。タッチは、スライディング又はドラッグ（drag）モーションを含む。例え
ば、ロックホームスクリーンがコンフォートゾーン選択として提供される場合に、片手ユ
ーザは、自身の親指をタッチスクリーンでスライディング又はドラッギングすることによ
りスクリーンのロックを解除する。
【００４１】
　スクリーンのロック解除に適用されるユーザタッチでタッチスクリーンの親指がタッチ
された一部の領域４３５が検出される場合に、コンフォートゾーン決定部３１０は、ユー
ザタッチ入力が検出されたことを判定した後に、ステップ４１０に進む。他方、ユーザタ
ッチ入力がないか、又はユーザタッチ入力の検出が認識されない場合、コンフォートゾー
ン決定部３１０は、ステップ４００において、ユーザタッチ入力の受信を待機する。具体
的に、コンフォートゾーン決定部３１０は、スクリーンのロック解除のためのユーザタッ
チの受信を待機するか、又はタッチスクリーンを通して追加のタッチ入力要請スクリーン
をディスプレイするようにディスプレイ部３０５を制御し得る。本発明の他の実施形態で
は、予め定められた時間の後に、ユーザタッチ入力が受信されなかった場合、コンフォー
トゾーン決定部３１０は、ユーザが所定のデフォルトコンフォートゾーンを選択し得るス
クリーンを提供し得る。以下では、デフォルトコンフォートゾーンについてより詳細に説
明する。
【００４２】
　ステップ４１０において、コンフォートゾーン決定部３１０は、親指によりタッチされ
た一部の領域をコンフォートゾーンとして決定する。図４Ｃに示すように、ユーザのタッ
チ可能な部分領域４４０は、片手ユーザの親指によりタッチされた実際の領域だけを意味
するのではない。具体的に、図４Ｃのスクリーン４５０で示すように、片手ユーザが領域
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４４０の特定の部分４４１だけを親指でタッチする場合、コンフォートゾーン決定部３１
０は、ユーザが親指を、例えば、右側から左側に、又は左側から右側にスライディングし
たか又はドラッギングしたかを判定し、タッチされた特定の部分に基づいてタッチ可能な
領域を推定し、推定されたタッチ可能な領域をコンフォートゾーンとして決定する。
【００４３】
　コンフォートゾーンが決定される場合に、コンフォートゾーン決定部３１０は、ディス
プレイ部３０５がコンフォートゾーンをディスプレイするように制御することにより、ユ
ーザがコンフォートゾーンを識別できるようにする。例えば、ディスプレイ部３０５は、
タッチスクリーン上にコンフォートゾーンのバウンダリ（boundary）をディスプレイする
か又は全コンフォートゾーンをディスプレイする。ステップ４１５において、コンフォー
トゾーン決定部３１０は、コンフォートゾーンを維持するか又は調整するかを問い合せる
スクリーンをディスプレイするようにディスプレイ部３０５を制御する。その後に、コン
フォートゾーン決定部３１０は、このような問い合せに応じて、ユーザ入力を受信する。
コンフォートゾーンを調整するか又は維持するかをユーザに要請するスクリーンを提供す
るか否かは、製造業者によりディジタル携帯端末にデフォルトで設定されることもあり、
又はディジタル携帯端末の初期設定の間にユーザにより任意に設定されることもある。ス
クリーンは、ユーザがコンフォートゾーンの維持及び調整の中の１つを選択するようにユ
ーザに問い合せる形態で構成され得る。
【００４４】
　ユーザ入力がコンフォートゾーンの維持を示す場合、ステップ４２０において、コンフ
ォートゾーン決定部３１０は、決定されたコンフォートゾーンを現在のコンフォートゾー
ンとして決定し、現在のコンフォートゾーンに関する情報をＵＩレイアウト変換部３２０
に提供する。他方、ユーザ入力がコンフォートゾーンの調整を示す場合、ステップ４２５
において、コンフォートゾーン決定部３１０は、タッチ入力要請スクリーンを提供するよ
うにディスプレイ部３０５を制御することにより、ユーザがコンフォートゾーンを調整で
きるようにする。具体的に、図４Ｃのスクリーン４５１で示すように、ディスプレイ部３
０５は、コンフォートゾーン決定部３１０の制御の下に、タッチスクリーン上の決定され
たコンフォートゾーンのバウンダリ４４３及び４４５をディスプレイする。片手ユーザが
調整を希望するバウンダリ４４５の特定の地点４４７を予め定められた時間の間にタッチ
する場合に、バウンダリ４４５は、調整可能な状態にある。その後に、ユーザは、クリッ
クされたバウンダリ４４５を所望する位置４４９までドラッギングすることによりコンフ
ォートゾーンのバウンダリのサイズを調整する。他のバウンダリ４４３も同一の方式で調
整され得る。
【００４５】
　コンフォートゾーンを調整するために使用されるクリッキング及び／又はドラッギング
は、ユーザ入力の実施例である。したがって、コンフォートゾーンのバウンダリを調整可
能な状態に置き換えるための動作及び選択されたバウンダリを調整する動作は、予め定義
された様々な入力によっても実行され得る。例えば、コンフォートゾーンのバウンダリを
クリックすることにより調整可能な状態となる場合に、コンフォートゾーンのバウンダリ
は、クリックする度に又は予め定められたモーションが認識される度に予め定められた範
囲だけ変化され得る。
【００４６】
　上記した方式でコンフォートゾーンが維持されるか又は調整される場合に、コンテキス
ト決定部３１５は、コンフォートゾーンで提供されるべきコンテンツのタイプを判定する
。
【００４７】
　以下に述べられる表１は、タッチスクリーン制御装置３００のコンテキスト決定部３１
５がコンフォートゾーン内のＵＩを提供するために決定するコンテンツタイプのリストで
ある。コンデンツがコンフォートゾーンと非コンフォートゾーンとの間の区別なしにＵＩ
を通して提供されるか、又は予め定められたタイプのコンデンツがコンフォートゾーン内
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のＵＩを通して提供される場合に、コンテキスト決定部３１５は、タッチスクリーン制御
装置３００に含まれないことがある。
【００４８】
【表１】

【００４９】
　表１を参照すると、コンテンツタイプは、例えば、アイコン（Icons）、アプリケーシ
ョン制御ＵＩ、ページビュー（page view）、及びリストビュー（list view）を含む。例
えば、アイコンは、片手ユーザが操作するディジタル携帯端末のタッチスクリーン上にデ
ィスプレイされたホームスクリーンに配置され、各アイコンは、アイコンにマッピングさ
れたアプリケーションを実行させる機能を提供する。
【００５０】
　アプリケーション制御ＵＩは、ビデオプレーヤーのように、再生、停止、一時停止など
の操作命令を実行させる機能を提供する。ページビューは、電子ブック、ウェブページで
前のページへの戻り又は次のページへの移動を行う機能を提供する。リストビューは、特
定の項目をタッチスクリーンに並べる機能を提供する。
【００５１】
　図５Ａは、本発明の実施形態によるタッチスクリーン制御装置のユーザインターフェー
ス（ＵＩ）レイアウト変換部の動作を示すフローチャートである。
【００５２】
　図５Ａを参照すると、説明の便宜上、ＵＩレイアウト変換部は、図３のＵＩレイアウト
変換部３２０である。ステップ５００において、ＵＩレイアウト変換部３２０は、コンフ
ォートゾーン決定部３１０から決定されたコンフォートゾーンに関する情報を取得する。
ステップ５０２において、ＵＩレイアウト変換部３２０は、コンフォートゾーンにレイア
ウトが変更される前の既存のディスプレイ領域を複数のサブ領域に分割し、分割された各
サブ領域を示す座標を計算する。長方形、平行四辺形、台形などがサブ領域の形態として
使用可能であり、以下の説明では、各サブ領域が長方形の形状を有する場合を例を挙げて
説明する。
【００５３】
　ステップ５０４において、ＵＩレイアウト変換部３２０は、コンフォートゾーンを複数
のサブ領域に分割し、複数のサブ領域の座標を計算する。ステップ５０６において、ＵＩ
レイアウト変換部３２０は、ディスプレイ領域を示す座標とコンフォートゾーンを示す座
標との間のマッピング関係を計算する。以下では、本発明の実施形態に従ってＵＩレイア
ウト変換部３２０がマッピング関係を計算する方式についてより詳細に説明する。ステッ
プ５２０において、ＵＩレイアウト変換部３２０は、既存のディスプレイ領域に配置され
たＵＩをコンフォートゾーンのＵＩに変換する。
【００５４】
　図５Ｂは、本発明の実施形態による既存のディスプレイ領域と現在のコンフォートゾー
ンとの間の２次元射影変換（Projective Transform）の一例を示す図である。
【００５５】
　図５Ｂのスクリーン５４０を参照すると、既存のディスプレイ領域５５０は、ステップ
５０２において、縦軸に沿って予め定められたサイズをそれぞれ有する複数のサブ領域、
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例えば、ｎ個の長方形Ｐ１，Ｐ２，．．．，Ｐｎに分割される。図５Ｂのスクリーン５４
１を参照すると、コンフォートゾーン５６０は、ステップ５０４において、ｎ個の長方形
Ｐ１，Ｐ２，．．．，Ｐｎの各々に対応するサブ領域、例えば、ｎ個の正方形Ｃ１，Ｃ２

，．．．，Ｃｎに分割される。
【００５６】
　ステップ５０６において、ＵＩレイアウト変換部３２０は、２次元射影変換によりｎ個
の長方形Ｐ１，Ｐ２，．．．，Ｐｎの座標と正方形Ｃ１，Ｃ２，．．．，Ｃｎの座標との
間のマッピング関係を決定する。例えば、２次元射影変換は、次の表２のように定義され
る。
【００５７】
【表２】

【００５８】
　表２の数式をより理解するために図５Ｂを参照して説明する。既存のディスプレイ領域
５５０から分割された第１の長方形Ｐ１は、４個のポイント５０１、５０３、５０５、及
び５０７の座標で表現される。長方形Ｐ１に対応するコンフォートゾーン５６０の正方形
Ｃ１は、４個のポイント５１１、５１３、５１５、５１７の座標で表現される。ＵＩレイ
アウト変換部３２０は、２次元射影変換により長方形Ｐ１のポイント５０１、５０３、５
０５、及び５０７の座標と正方形Ｃ１のポイント５１１、５１３、５１５、及び５１７の
座標との間のマッピング関係をエレメントとして構成する行列Ａを計算する。
【００５９】
　例えば、表１のｘ＝［ｘ１，ｘ２］Ｔが長方形Ｐ１の第１のポイント５０１の座標であ
り、表２のｕ＝［ｕ１，ｕ２］Ｔ が正方形Ｃ１の第１のポイント５１１の座標である場
合に、ＵＩレイアウト変換部３２０は、数式１に従って、正方形Ｃ１の第１のポイント５
１１の座標ｕ１及びｕ２を使用して長方形Ｐ１の第１のポイント５０１の座標ｘ１及びｘ

２を示す。
【００６０】
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【数１】

【００６１】
　ＵＩレイアウト変換部３２０は、行列Ａを得るために、数式１のｘ１及びｘ２を以下に
述べられる数式２のように変更する。
【００６２】

【数２】

【００６３】
　数式２により得られた変数Ａ１、Ａ２、及びＡ３は、Ａ１＝［ａ１１，ａ１２，ａ１３

］、Ａ２＝［ａ２１，ａ２２，ａ２３］、及びＡ３＝［ａ３１，ａ３２，ａ３３］として
それぞれ示される。
【００６４】
　ＵＩレイアウト変換部３２０は、変数Ａ１、Ａ２、及びＡ３の全９個のエレメントａ１

１，ａ１２，ａ１３，．．．，ａ３３を有する行列Ａを決定する。行列Ａは、数式３とし
て表現される。
【００６５】
【数３】

【００６６】
　したがって、既存のディスプレイ領域５５０の座標対の中の１つ、すなわち、第１の座
標対及びコンフォートゾーン５６０の座標対の中の１つ、すなわち、第２の座標対は、全
９個のエレメントを有する行列Ａとして表現される。
【００６７】
　コンフォートゾーン決定部３１０により決定されたコンフォートゾーン５６０が認識さ
れる場合、長方形Ｐ１の４個のポイント５０１、５０３、５０５、及び５０７の座標に対
応する正方形Ｃ１の４個のポイント５１１、５１３、５１５、５１７の座標が取得される
。したがって、長方形Ｐ１の４個の座標対及び長方形Ｐ１に対応する正方形Ｃ１の４個の
座標対が決定されると、数式１の４個のインプリメンテーション及び数式２の４個のイン
プリメンテーションは、長方形Ｐ１の４個の座標対と正方形Ｃ１の４個の座標対との間の
マッピング関係を説明し、これにより、全８個の数式が存在する。その後、長方形Ｐ１の
任意のポイントは、長方形Ｐ１と正方形Ｃ１との間のマッピング関係を説明する１つの行
列Ａを使用して正方形Ｃ１のポイントに転換され得る。
【００６８】
　残りの長方形Ｐ２，．．．，Ｐｎの座標と残りの正方形Ｃ２，．．．，Ｃｎの座標との
間のマッピング関係に関連して行列Ａを同一の方式で計算する。長方形のポイントの座標
は、長方形に対応する平行四辺形のポイントの座標、すなわち、コンフォートゾーン５６
０のポイントの座標に変換される。
【００６９】
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　要約すると、ＵＩレイアウト変換部３２０は、既存のディスプレイ領域５５０のサブ領
域のそれぞれの４個のポイントの第1の座標対及びコンフォートゾーン５６０の４個のポ
イントの第２の座標対、例えば、最小二乗法（Least Square Method）、ランダムサンプ
ルコンセンサス（RANdom Sample Consensus：ＲＡＮＳＡＣ）などのような最小二乗フォ
ーミュレーション（Least Square（LSQ） Formulation）による第１の座標対に対応する
、平行四辺形のポイントの座標を使用して行列Ａを計算する。例えば、ＬＳＱ方式を使用
して行列Ａのエレメントを計算する数式は、以下に述べられる表３のように示される。
【００７０】
【表３】

【００７１】
　表３を参照すると、ＵＩレイアウト変換部３２０は、数式４に従って行列Ａのエレメン
トからベクトル‘ａ’を表現する。
【００７２】
【数４】

【００７３】
　ＵＩレイアウト変換部３２０は、数式５に従って同次方程式（homogeneous equation）
を示すことにより以下に述べられる数６のように表現されるコンフォートゾーン変換ベク
トル‘ａ’を取得する。
【００７４】
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【数５】

【００７５】
【数６】

【００７６】
　ＵＩレイアウト変換部３２０は、既存のディスプレイ領域から分割された複数のサブ領
域の各々に対するポイントの第１の座標対と、ステップ５０６において、コンフォートゾ
ーンから分割された複数のサブ領域の各々に対するポイントの第２の座標対との間のマッ
ピング関係を説明する行列Ａを計算し、ステップ５０８において、行列Ａに基づいて既存
のディスプレイ領域内のＵＩをコンフォートゾーン内のＵＩに変換する。具体的に、既存
のディスプレイ領域の各サブ領域とそれに対応するコンフォートゾーンのサブ領域との間
のマッピング関係であるＡが決定される。既存のディスプレイ領域のサブ領域内のＵＩの
座標は、決定された行列Ａに基づいてコンフォートゾーンのサブ領域内のＵＩに対応する
座標に変換される。既存のディスプレイ領域内のＵＩの位置に対する第１の座標対は、コ
ンフォートゾーン内のＵＩの位置に対する第２の座標対に変換され得る。他方、図５Ａに
図示されていないが、ＵＩレイアウト変換部３２０は、コンフォートゾーン内のＵＩの位
置、サイズ、及び形態の中の少なくとも１つを調整する。
【００７７】
　図６は、本発明の実施形態によるコンフォートゾーンの一例を示す図である。
　図６を参照すると、コンフォートゾーンの中で陰影部分として表示された外部領域６３
０は、タッチスクリーンのディスプレイ領域のバウンダリの外部であり得る。コンフォー
トゾーンは、既存のディスプレイ領域より大きくなるか又は小さくなり得る。コンフォー
トゾーンは、ディスプレイ領域に比べて、形態が流線型であるか又は歪められ得る。した
がって、ディスプレイ領域がコンポートゾーンに変換されるとき、ディスプレイ領域でデ
ィスプレイされたアイコンのサイズ、間隔、及びレイアウトを調整する必要があり得る。
具体的に、ＵＩレイアウト変換部３２０は、外部領域６３０のＵＩがコンフォートゾーン
内に存在するようにするために、コンフォートゾーンに配置されたＵＩ、例えば、アイコ
ンの位置、サイズ、及び形態の中の少なくとも１つを調整することにより、外部領域６３
０に位置するＵＩを次のページに移動させるか、ＵＩのサイズを縮小させるか、又はＵＩ
の形態を変形させ得る。あるいは、ＵＩレイアウト変換部３２０は、ディスプレイ部３０
５がＵＩ調整のためのユーザ入力を要請する追加のスクリーンをディスプレイするように
制御し得る。また、ＵＩレイアウト変換部３２０は、アイコン別使用頻度数の入力を要請
するスクリーンをディスプレイするようにディスプレイ部３０５を制御し得る。例えば、
アイコン別使用頻度数が受信される場合に、ＵＩレイアウト変換部３２０は、予め定めら
れたしきい値未満の頻度数を有するアイコンを外部領域６３０に配置するようにディスプ
レイ部３０５を制御し得る。コンフォートゾーン内のＵＩの調整は、選択的であり得る。
【００７８】
　図５Ａ、図５Ｂ、及び図６を参照して説明した実施形態に従って、既存のディスプレイ
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領域のＵＩは、本発明の実施形態による２次元射影変換によりコンフォートゾーンのＵＩ
に変換される。しかしながら、２次元射影変換は、ディスプレイ領域のＵＩをコンフォー
トゾーンのＵＩに変換するための方法の一例であり、したがって、本発明が２次元射影変
換方式に限定されるのではない。
【００７９】
　本発明の他の実施形態による既存のディスプレイ領域のＵＩをコンフォートゾーンのＵ
Ｉに変換する方法について説明する。複数のデフォルトコンフォートゾーンは、製造業者
によりタッチスクリーンの初期設定の間に予め記憶される。デフォルトコンフォートゾー
ンは、ユーザが頻繁に使用しそうである形態に形成される。ユーザの選択に従ってユーザ
の選好度に基づいてコンフォートゾーンを追加で決定することも可能である。デフォルト
コンフォートゾーンの各々がディスプレイ領域のＵＩから変換されたＵＩを含む場合に、
ユーザが複数のデフォルトコンフォートゾーンの中の１つを選択すると、選択されたデフ
ォルトコンフォートゾーン内の所定のＵＩを調整する動作は、選択的に実行され得る。
【００８０】
　図７は、本発明の実施形態による様々な形態のコンフォートゾーン及びコンフォートゾ
ーンの形態に従って調整されたアイコンの位置及びサイズの例を示す図である。
【００８１】
　図７を参照すると、ディスプレイ領域７００でディスプレイされるコンデンツタイプの
実施形態がアイコンである場合を一例として説明するが、本発明は、ここに限定されるも
のではない。また、本発明の実施形態は、制御ＵＩ、ページビュー、及びリストビューの
ような他のタイプのコンテンツにも適用されることができる。
【００８２】
　ディスプレイ領域７００は、一般的に、タッチスクリーンの全領域でアイコンをディス
プレイする。例えば、アイコンは、オリジナル（original）位置７０５で同一の間隔を有
するように配置されている。各アイコンは、上方、下方、左方、及び右方に位置した隣接
アイコンと同一の間隔により配置される。ディスプレイ領域７００でディスプレイされた
アイコンは、同一のサイズを有する。図７の実施形態において、アイコンは、同一の間隔
及びサイズを有するが、ディスプレイ領域に配置されたアイコンのサイズ及び位置は、ユ
ーザの設定に従って調整され得る。ディスプレイ領域７００にマッピングされたアイコン
は、図５Ａ及び図５Ｂの実施形態を参照して上述した２次元射影変換により予め定められ
たコンフォートゾーンでの新たな座標で再配置される。
【００８３】
　本発明の実施形態において、コンフォートゾーンは、ユーザ入力に従って様々な形態を
有する。図７の実施形態において、ディスプレイ領域７００のアイコンは、コンフォート
ゾーン７１０、７２０、及び７３０内のオリジナルアイコン位置７０５のそれぞれに対応
する新たな座標でディスプレイされ、コンフォートゾーン７１０、７２０、及び７３０の
それぞれは、コンフォートゾーン１－１、２－１、及び３－１とも称される。具体的に、
ディスプレイ領域７００のアイコンは、アイコンのサイズを維持しつつ、コンフォートゾ
ーン１－１でアイコンのオリジナル位置にマッピングされた新たな座標に移動される。デ
ィスプレイ領域７００に比べて、コンフォートゾーン２－１でアイコンに使用可能な領域
は、底から上方に順次に狭くなる形態を有する。したがって、コンフォートゾーン２－１
の上側方向に行くほど、コンフォートゾーン２－１でアイコンのオリジナル位置にマッピ
ングされる新たな座標に配置されるアイコンは、コンフォートゾーン２－１が狭くなる比
率だけ減少されたサイズ及び間隔を有する。
【００８４】
　アイコンのオリジナル位置７０５にマッピングされる新たな座標に配置されるアイコン
は、コンフォートゾーン３－１で横軸に並べられた隣接アイコンの数に反比例するサイズ
を有する。具体的に、コンフォートゾーン３－１の一番上の行に配置されるアイコン７３
１は、現在のページで横軸に沿って配置された任意の隣接アイコンを有しないため、オリ
ジナルサイズに比べて相対的に大きい。他方、コンフォートゾーン３－１の一番下の行に
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配置されたアイコンは、一番下の行に配置されたアイコンのそれぞれが現在のページで横
軸に沿って配置された最も隣接したアイコンを有するために、アイコン７３１に比べて相
対的に小さい。
【００８５】
　サイズ調整を必要とするアイコンは、コンフォートゾーン１－１、２－１、及び３－１
から選択される。選択されたこれらのアイコンは、コンフォートゾーン７１２、７２２、
及び７３２で黒点として示され、コンフォートゾーン１－２、２－２、及び３－２と称さ
れる。アイコンは、予め定められたデフォルトアイコンのサイズに基づいてサイズ調整の
ために選択され得る。あるいは、ＵＩレイアウト変換部３２０は、ユーザがアイコン選択
基準を入力するようにするスクリーンをディスプレイするようにディスプレイ部３０５を
制御する。
【００８６】
　例えば、コンフォートゾーン１－２は、アイコンのオリジナルサイズを維持する。アイ
コンのオリジナルサイズは、ディスプレイ領域７００の初期設定の間にユーザの選好度に
従って又はデフォルトにより設定される。アイコンがアイコンのオリジナルサイズでディ
スプレイされる場合、ユーザは、便利であると感じそうである。したがって、コンフォー
トゾーン１－２でアイコンが選択されないことが示される。相対的に小さなアイコンは、
コンフォートゾーン２－２で選択されることが示される。具体的に、一番上の行から３番
目の行に配置されたアイコン７２２ａは、コンフォートゾーン２－２で選択される。同様
に、相対的に小さなアイコンは、コンフォートゾーン３－２で選択されることが示される
。具体的に、一番下の２つの行に配置されたアイコン７３２ａは、コンフォートゾーン３
－２で選択される。
【００８７】
　選択されたアイコンは、コンフォートゾーン７１４、７２４、及び７３４でサイズ又は
位置が調整される。コンフォートゾーン７１４、７２４、及び７３４のそれぞれは、コン
フォートゾーン１－２、２－２、及び３－２と称され、コンフォートゾーン１－３、２－
３、及び３－３でそれぞれディスプレイされる。例えば、コンフォートゾーン１－３のデ
ィスプレイ領域の外側に位置したアイコン７１６は、コンフォートゾーン１－３で次のペ
ージに移動される。コンフォートゾーン２－２での選択されたアイコン７２２ａのサイズ
及び間隔は、コンフォートゾーン２－３でのオリジナルサイズ及び間隔に復帰する。具体
的に、コンフォートゾーン２－３での一番上の行から３番目の行により定義される領域が
一番下の行により定義される領域に比べて相対的に小さいために、一部のアイコンは、上
記したサイズ調整によって現在のページから次のページに移動される。コンフォートゾー
ン２－３で選択されたアイコン７３２ａのサイズは、ユーザ入力などに従って適切に調整
された後に、コンフォートゾーン３－３でディスプレイされる。アイコン７３２ａのサイ
ズ調整により、一部のアイコンは、次のページに移動される。次のページは、サイズ調整
により移動されたアイコンだけではなく、コンフォートゾーン３－１の形態により移動さ
れたアイコンもディスプレイする。
【００８８】
　上述したように、アイコンをディスプレイするコンフォートゾーン１－１～コンフォー
トゾーン３－３は、ＵＩレイアウト変換部３２０の制御の下に、ディスプレイ部３０５で
受信されたアイコンのサイズ及び位置に関連したユーザ入力に従って決定される。ユーザ
入力は、選択されたアイコンのサイズ及び位置を個別的に調整するか又は一括して調整す
るかを選択する。
【００８９】
　図８Ａは、本発明の実施形態によるホームスクリーンでのアイコンレイアウト及び初期
動作を示す図である。
【００９０】
　図８Ａを参照すると、同一のサイズ及び間隔で配置されたアイコンを有するホームスク
リーンは、既存のディスプレイ領域８０５でディスプレイされる。新たな座標に再配置さ
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れたアイコンを有するホームスクリーンは、現在のコンフォートゾーン８１０でディスプ
レイされる。このとき、再配置されたアイコンは、オリジナルサイズ及び間隔を有する。
コンフォートゾーン８１０が片手ユーザの親指によりタッチ可能な領域として定義される
ことを考慮して、コンフォートゾーン８１０は、既存のディスプレイ領域８０５に比べて
アイコンがディスプレイされる領域が相対的に小さい。したがって、アイコンがコンフォ
ートゾーン８１０でアイコンのオリジナル位置及び間隔で再配置されるので、再配置され
たアイコンの中の一部は、次のページに移動される。この場合、ユーザは、アイコンのす
べてが現在のページ内でディスプレイされることができるようにアイコンのサイズ及び間
隔を調整するか、又はユーザの選好度に従って頻繁に使用されるアイコンだけがホームス
クリーンにディスプレイされるようにする。再配置されたアイコンは、使用頻度に従って
現在のページ及び次のページにディスプレイされ得る。現在のページを示しているページ
ナンバー８０７が既存のディスプレイ領域８０５で水平に並べられるが、本発明は、これ
に限定されるのではない。ページナンバー８０７は、参照符号８１２で示すように、コン
フォートゾーン８１０で親指が動く方向に従って並べられる。
【００９１】
　ユーザは、コンフォートゾーン８１０でディスプレイされたアイコンを見た後にアイコ
ンのサイズ、間隔、及びレイアウトを調整することを決定する場合に、ディスプレイされ
たアイコンの中で調整されるアイコンをまず選択する。説明の便宜上、選択されたアイコ
ンは、コンフォートゾーン８１０で陰影付きアイコンとして示される。例えば、ユーザは
、選択しようとするアイコンを１回クリックするか又はアイコンから手を分離せずドラッ
グすることにより選択できる。その後に、選択されたアイコンを含む選択領域８１４がデ
ィスプレイされる。ユーザが選択領域８１４の一部の領域又は選択されたアイコンの中の
１つをタッチする場合に、コンフォートゾーン８１０のホームスクリーンは、選択された
アイコンの再配置の特定の設定のためのウィンドウをディスプレイする。
【００９２】
　図８Ｂは、本発明の実施形態に従って選択されたアイコンの再配置の特定の設定のため
にディスプレイされるスクリーンを示す図である。
【００９３】
　図８Ｂを参照すると、第１のスクリーン８２０は、選択領域８１４とオーバーラップ（
overlap）されるポップアップ（pop-up）ウィンドウ８２２をディスプレイする。例えば
、透明な状態である第１のスクリーン８２０は、選択領域８１４と同時にディスプレイさ
れ得る。この場合、再配置に対する特定の設定を要請するユーザ入力を受信すると、選択
領域８１４のアイコンは、ユーザ入力を反映するプレビューとしてディスプレイされ得る
。あるいは、再配置に対する特定の設定を要請するユーザ入力を受信すると、ユーザ入力
により示された設定に従って再配置されたアイコンがディスプレイされると同時にポップ
アップウィンドウ８２２が消える。
【００９４】
　第２のスクリーン８３０は、既存のディスプレイ領域８１０と独立して再配置設定メニ
ューをディスプレイする。例えば、再配置設定メニューは、選択されたアイコンのサイズ
及び間隔を増加させるか又は減少させるかを選択するためのメニュー項目を提供する。ユ
ーザが選択されたアイコンのサイズ及び間隔の増加又は減少ボタンを選択する場合に、対
応するアイコンのサイズ及び間隔の増加又は減少を調整するためのボタンが倍率ボタンの
ように追加でディスプレイされる。他の実施形態に従って、再配置設定メニューは、ユー
ザが選択されたアイコンの位置又は間隔を手動で再配置できるように‘手動選択’を決定
するためのＹｅｓ及びＮｏボタンを提供する。Ｙｅｓボタンが第２のスクリーン８０３で
選択される場合に、第３のスクリーン８４０で示すように、基準アイコン８４２又は８４
４は、第３のスクリーン８４０で基準アイコン８４２又は８４４でクリック又はタッチの
ようなユーザ入力に従って選択される。基準アイコン８４２又は８４４のサイズが調整さ
れるので、選択領域８１４内のアイコンのサイズ及び間隔を一括的に調整できる。例えば
、所望するサイズに対応するように、基準アイコン８４２を内側にドラッグするか、又は



(20) JP 6279553 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

基準アイコン８４４を外側にドラッグすることにより、基準アイコン８４２又は８４４の
サイズを小さくするか又は大きくする。また、アイコン間の距離に対応する領域は、領域
上のタッチング又はクリッキングにより、所望する間隔に従って、領域を内側にドラッグ
するか又は外側にドラッグすることにより調整される。他の例において、選択された領域
８１６のアイコンが基準アイコンを設定することにより１回調整されたサイズ及び間隔を
有する反面、選択領域８１４内の個々のアイコンのサイズ及び間隔は、所望するサイズ及
び間隔に従ってアイコンのタッチ又はクリックをドラッグすることにより調整される。
【００９５】
　図９Ａは、本発明の実施形態に従って選択されたアイコンの再配置のために使用可能な
追加のＵＩをディスプレイするスクリーンを示す図である。
【００９６】
　図９Ａを参照すると、スクリーン９００は、図８Ａの既存のディスプレイ領域８０５で
提供されない、アイコン、ボタン、又は類似したグラフィックディスプレイであり得る追
加のＵＩをディスプレイする。例えば、トグル（Toggle）ボタン９０２、バック（back）
ボタン９０４、及びホーム（home）ボタン９０６がある。トグルボタン９０２は、スクリ
ーン９００上にディスプレイされるコンフォートゾーン９１２を頻繁に使用されるページ
として設定するための命令を受信するＵＩであり、又は、既存のディスプレイ領域８０５
とコンフォートゾーン８１０との間で転換するための命令を受信するＵＩとして使用でき
る。図９には図示されていないが、コンフォートゾーン９１２が図８Ａ及び図８Ｂを参照
して上述した方式で再配置されたアイコンをディスプレイすると仮定する。バックボタン
９０４は、前のスクリーンに戻る命令を受信するためのものである。ホームボタン９０６
は、例として、ホームスクリーン、コンフォートゾーン８１０に戻るための命令を受信す
るためのものである。
【００９７】
　説明の便宜上、実施形態では、アイコンがディスプレイ領域でコンテンツタイプとして
ディスプレイされるが、本発明は、これに限定されるのではない。本発明の実施形態は、
他のタイプのコンテンツに対しても適用されることができる。
【００９８】
　図９Ｂは、本発明の実施形態に従って選択されたアイコンの再配置のためにコンテンツ
別に使用可能な追加のＵＩを示す図である。
【００９９】
　図９Ｂを参照すると、第１のスクリーン９２０は、コンフォートゾーンで再配置された
コンテンツがリストビューである場合、トグルボタン、バックボタン、及びホームボタン
を含む追加のＵＩ９２２をディスプレイする。第２のスクリーン９３０は、コンフォート
ゾーンで再配置されたコンテンツがマルチメディア、例えば、ビデオである場合、トグル
ボタン、バックボタン、及びホームボタンを含む追加のＵＩ９３２をディスプレイする。
ビデオのコンテンツ特性の観点において、ＵＩ９３４は、ユーザがビデオを視聴できるよ
うにさらに提供され得る。例えば、ＵＩ９３４は、再生ボタン、一時停止ボタン、及び停
止ボタンなどを含み得る。第３のスクリーン９４０は、コンフォートゾーンで再配置され
たコンテンツがキーボードである場合、トグルボタン、バックボタン、及びホームボタン
を含む追加のＵＩ９４２をディスプレイする。
【０１００】
　図１０Ａは、本発明の他の実施形態によるタッチスクリーン制御装置のコンフォートゾ
ーン決定部の動作を示すフローチャートである。
【０１０１】
　図１０Ａを参照すると、コンフォートゾーン決定部３１０は、ステップ１０００におい
て、例えば、コンフォートゾーンを決定するためのタッチ入力要請スクリーン（図示せず
）を要請するボタンと、予め定められたデフォルトコンフォートゾーンを選択するボタン
の中の少なくとも１つを含むコンフォートゾーン選択スクリーンを提供するようにディス
プレイ部３０５を制御できる。このとき、コンフォートゾーン選択スクリーンは、例えば



(21) JP 6279553 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

、ロックホームスクリーン又はユーザタッチ入力を要請する追加のスクリーンであり得る
。ディスプレイ部３０５がコンフォートゾーン選択スクリーン及びタッチ入力要請スクリ
ーンをロックホームスクリーンとして提供するか又はユーザタッチ入力を要請する追加の
スクリーンとして提供するかは、ユーザにより予め設定されるか、又は製造業者によりデ
フォルト形態で設定される。例えば、コンフォートゾーン選択スクリーンがデフォルトコ
ンフォートゾーンを選択するボタンだけを提供する場合に、ボタンは、デフォルトコンフ
ォートゾーンを使用するか否かを示すメニュー項目を有する。デフォルトコンフォートゾ
ーンを使用しないことを示すメニュー項目を選択するユーザタッチ入力を感知すると、コ
ンフォートゾーン決定部３１０は、上述した本発明の実施形態に従ってロックスクリーン
を解除するユーザタッチ入力に基づいてコンフォートゾーンを設定する。
【０１０２】
　図１０Ｂは、本発明の他の実施形態によるコンフォートゾーン選択スクリーンの一例を
示す図である。
【０１０３】
　図１０Ｂを参照すると、コンフォートゾーン選択スクリーン１１００は、ディスプレイ
部３０５に対応するタッチスクリーンでコンフォートゾーン選択リストをディスプレイで
きる。コンフォートゾーン選択リストは、図１０Ｂに示すようなメニュー‘タッチ入力要
請スクリーン’及びメニュー‘デフォルトコンフォートゾーン’を含み得る。これらのメ
ニューは、ユーザがメニューに対応するボタンをタッチすることによりメニューを選択で
きるようにボタンとしてディスプレイされる。
【０１０４】
　図１０Ｃは、本発明の他の実施形態によるタッチスクリーン制御装置で予め記憶されて
いるデフォルトコンフォートゾーンの一例を示す図である。
【０１０５】
　図１０Ｃを参照すると、デフォルトコンフォートゾーンは、タッチスクリーン上の親指
でタッチ可能な範囲に対応する図２に示した扇形領域２００に基づいて定義される。デフ
ォルトコンフォートゾーンは、上述した本発明の実施形態に従って、ユーザにより予め設
定されるか、又は製造業者によりデフォルト形態で設定される。
【０１０６】
　既存のディスプレイ領域１１０１でユーザの選好度を満足するデフォルトコンフォート
ゾーンの広い範囲を提供するために、デフォルトコンフォートゾーンは、扇形領域２００
の外部に一部の領域を付加するか又は扇形領域２００から一部分を排除することにより構
成される。具体的に、第１のデフォルトコンフォートゾーン１１０２は、扇形領域２００
にすべて含まれる。第２のデフォルトコンフォートゾーン１１０４は、扇形領域２００と
部分的にオーバーラップされる長方形の形態である。第３のデフォルトコンフォートゾー
ン１１０６は、扇形領域２００の一部分であり、特に、扇形領域２００の陰影領域以外の
親指でタッチ不可能な領域を除く部分領域である。
【０１０７】
　第４のデフォルトコンフォートゾーン１１０８は、ユーザの親指でタッチ不可能な扇形
領域２００の陰影領域を除外することにより構成される。第５のデフォルトコンフォート
ゾーン１１１０は、扇形領域２００が除去された長方形の陰影でない領域を有する長方形
の形態である。第６のデフォルトコンフォートゾーン１１１２は、扇形領域２００にすべ
て含まれ、既存のディスプレイ領域１１０１の右側で中心を有する半円である。デフォル
トコンフォートゾーンの形態が上述したように予め定められているが、デフォルトコンフ
ォートゾーンは、図４Ｃの調整動作により調整される。以下では、これについてより詳細
に説明する。
【０１０８】
　ステップ１００５において、コンフォートゾーン決定部３１０は、ユーザタッチ入力に
従ってコンフォートゾーン選択リストから選択されたメニューを確認する。タッチ入力要
請スクリーンを要請するメニューが選択された場合、コンフォートゾーン決定部３１０は
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、図４Ａのステップ４１０～ステップ４２５と同一の方式でステップ１０１０～ステップ
１０２５を実行する。したがって、重複説明を避けるために、ステップ１０１０～ステッ
プ１０２５についての説明を省略する。
【０１０９】
　他方、デフォルトコンフォートゾーンを要請するメニューが選択された場合、ステップ
１０３０において、コンフォートゾーン決定部３１０は、予め記憶されているデフォルト
コンフォートゾーンの中で特定のデフォルトコンフォートゾーンを選択するために使用さ
れる‘デフォルトコンフォートゾーン選択スクリーン’と称されるスクリーンをディスプ
レイするようにディスプレイ部３０５を制御し、ステップ１０３５に進む。
【０１１０】
　図１０Ｄは、本発明の他の実施形態によるデフォルトコンフォートゾーン選択スクリー
ンの一例を示す図である。デフォルトコンフォートゾーン選択スクリーンは、ロックホー
ムスクリーン又はタッチ入力を要請する追加のスクリーンでもあり得る。
【０１１１】
　図１０Ｄを参照すると、デフォルトコンフォートゾーン選択スクリーンがロックホーム
スクリーンである場合に、第１のデフォルトコンフォートゾーン選択スクリーン１２００
ａは、ディスプレイ領域の下部に予め記憶されているデフォルトコンフォートゾーンに1
対1にマッピングされるボタン（以下、‘デフォルトコンフォートゾーン選択ボタン’と
称する）及び新たなデフォルトコンフォートゾーンを構成するために使用されるボタン（
以下、‘新たに設定するボタン’と称する）をディスプレイする。デフォルトコンフォー
トゾーン選択ボタンは、図１０Ｄにおける数字として示される。
【０１１２】
　ステップ１０３５において、コンフォートゾーン決定部３１０は、ユーザタッチ入力が
検出されるか否かを確認する。ステップ１０３５において、デフォルトコンフォートゾー
ン選択スクリーンで提供されたメニューを通じてデフォルトコンフォートゾーン選択ボタ
ンに入力されたユーザタッチを感知すると、ステップ１０４０において、コンフォートゾ
ーン決定部３１０は、デフォルトコンフォートゾーン選択ボタンにマッピングされたコン
フォートゾーンのプレビューをディスプレイするようにディスプレイ部３０５を制御する
。本発明の実施形態において、コンフォートゾーン決定部３１０は、デフォルトコンフォ
ートゾーン選択ボタンのショートタッチ又は１回クリックが行われることを感知すると、
デフォルトコンフォートゾーン選択ボタンに対応するデフォルトコンフォートゾーンのプ
レビューを提供する。コンフォートゾーン決定部３１０は、デフォルトコンフォートゾー
ン選択ボタンが長くタッチされるか又は２回クリックされることを感知すると、デフォル
トコンフォートゾーン選択ボタンにマッピングされたデフォルトコンフォートゾーンを現
在のデフォルトコンフォートゾーンとして決定する。
【０１１３】
　例えば、ボタン１へのユーザタッチ入力が第２のデフォルトコンフォートゾーン選択ス
クリーン１２００ｂ－１で感知される。ボタン１へのユーザタッチ入力がショートタッチ
又は１回のクリックである場合に、第２のデフォルトコンフォートゾーン選択スクリーン
１２００ｂ－１は、ボタン１に対応するデフォルトコンフォートゾーンのプレビューを提
供する。ボタン２へのユーザタッチ入力が第３のデフォルトコンフォートゾーン選択スク
リーン１２００ｃ－１で感知される。ボタン２へのユーザタッチ入力がショートタッチ又
は１回のクリックである場合に、第３のデフォルトコンフォートゾーン選択スクリーン１
２００ｃ－１は、ボタン２に対応するデフォルトコンフォートゾーンのプレビューを提供
する。
【０１１４】
　ステップ１０４５において、コンフォートゾーン決定部３１０は、特定のデフォルトコ
ンフォートゾーン選択ボタンの長いタッチ又は２回のクリック形態のユーザタッチ入力が
検出されるか否かを確認する。ステップ１０４５において、ユーザタッチ入力が検出され
なかった場合に、特定のデフォルトコンフォートゾーン選択ボタンの長いタッチ又は２回
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のクリックの形態で、コンフォートゾーン決定部３１０は、ユーザタッチ入力の検出を待
機する。
【０１１５】
　他方、ステップ１０４５において、特定のデフォルトコンフォートゾーン選択ボタンに
対する長いタッチ又は２回のクリック形態のユーザタッチ入力が検出された場合に、ステ
ップ１０５０において、コンフォートゾーン決定部３１０は、ボタンにマッピングされた
デフォルトコンフォートゾーンを現在のデフォルトコンフォートゾーンとして決定する。
結果的に、コンフォートゾーン決定部３１０は、ステップ１０１５乃至ステップ１０２５
において、現在のデフォルトコンフォートゾーンに対する調整動作を実行する。上述の通
り、ステップ１０１５乃至ステップ１０２５は、図４のステップ４１５乃至ステップ４２
５での動作と同一であるので、ここでは、重複説明を省略する。図示されていないが、ス
テップ１０３５において、デフォルトコンフォートゾーン選択スクリーンにより提供され
るメニューで“新たに設定するボタン”へのユーザタッチ入力を感知すると、コンフォー
トゾーン決定部３１０は、タッチ入力要請スクリーンを提供するようにディスプレイ部３
０５を制御する。
【０１１６】
　図１０Ｅは、本発明の他の実施形態によるデフォルトコンフォートゾーン選択スクリー
ンで‘新たに設定するボタン’が選択される場合を示す図である。
【０１１７】
　図１０Ｅを参照すると、新たに設定するボタンへのユーザタッチ入力は、第４のデフォ
ルトコンフォートゾーン選択スクリーン１２００ｄ－１を通して感知される。第４のデフ
ォルトコンフォートゾーン選択スクリーン１２００ｄ－１は、ユーザが新たなコンフォー
トゾーンを設定できるようにタッチ入力要請スクリーン１２００ｄ－２を提供する。ここ
で、ユーザがタッチスクリーンで親指のスライディング又はドラッギングを行う方向１２
１０が感知される。コンフォートゾーン決定部３１０は、タッチされた領域及び感知され
たスライディング又はドラッギング方向１２１０に基づいてタッチ可能な領域を推定し、
推定されたタッチ可能な領域を新たなコンフォートゾーンとして決定する。
【０１１８】
　コンフォートゾーン決定部３１０が新たなコンフォートゾーンを決定すると、コンフォ
ートゾーン決定部３１０は、ユーザが新たなコンフォートゾーンを識別できるようにディ
スプレイ部３０５が新たなコンフォートゾーンをディスプレイするように制御する。図示
していないが、ディスプレイ部３０５は、タッチスクリーンで決定された新たなコンフォ
ートゾーンのバウンダリのみをディスプレイするか又は全領域をディスプレイする。
【０１１９】
　コンフォートゾーン決定部３１０は、新たなコンフォートゾーンが調整されるか否かを
決定し、ステップ１０１５乃至ステップ１０２５での決定に基づいて調整動作を実行する
。具体的に、図４のステップ４１５で行われるように、コンフォートゾーン決定部３１０
は、新たなコンフォートゾーンを維持するか又は調整するかをユーザに問い合せるスクリ
ーンを提供するようにディスプレイ部３０５を制御し、問い合せに応じてユーザ入力を受
信する。問い合せるスクリーンが提供されるか否かは、製造業者によりディジタル携帯端
末にデフォルトであらかじめ設定されるか、またはディジタル携帯端末の初期設定の間に
片手ユーザにより自由に設定される。例えば、問い合せるスクリーンは、ユーザが決定さ
れたコンフォートゾーンの維持及び調整の中の１つを選択するように試みる。
【０１２０】
　ユーザ入力が新たなコンフォートゾーンの維持を選択する場合、コンフォートゾーン決
定部３１０は、新たなコンフォートゾーンを現在のコンフォートゾーンとして決定し、現
在のコンフォートゾーンに関する情報をＵＩレイアウト変換部３２０に提供する。
【０１２１】
　ユーザ入力が新たなコンフォートゾーンの調整を選択する場合、コンフォートゾーン決
定部３１０は、コンフォートゾーンの調整のためのタッチ入力要請スクリーン１２００ｄ
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－３を提供するようにディスプレイ部３０５を制御する。この場合、ディスプレイ部３０
５は、タッチ入力要請スクリーン１２００ｄ－３を通じて新たなコンフォートゾーンのバ
ウンダリ１２２５をディスプレイする。片手ユーザが現在のコンフォートゾーンのバウン
ダリ１２２５で予め定められた時間の間に任意のポイント１２２０をクリックする場合、
クリックされたバウンダリ１２２５は、調整可能な状態となる。ユーザは、クリックされ
たバウンダリ１２２５を所望する位置までドラッギングすることにより現在のコンフォー
トゾーンのバウンダリのサイズを増加させるか又は減少させる。ユーザのクリック及びド
ラッギング方式が、一実施形態としてコンフォートゾーンの調整のために使用されるが、
本発明は、これに限定されるのではない。コンフォートゾーンのバウンダリを選択する動
作及び調整可能な状態でバウンダリを置き、バウンダリを調整する動作は、予め定められ
た様々な入力動作により実行される。例えば、コンフォートゾーンのバウンダリが調整可
能な状態にクリックされる場合に、バウンダリは、各クリック又は各時点で予め定められ
たモーション認識により予め定められた範囲だけ調整される。
【０１２２】
　上述したような領域決定及び間隔設定動作で新たなコンフォートゾーンが定義される場
合、コンフォートゾーン決定部３１０は、新たなコンフォートゾーンに配置されるコンデ
ンツのサイズを調整し、サイズ調整されたコンデンツを記憶する。コンデンツのサイズは
、予め定められているレベル、例えば、参照符号１３０４ａ、１３０４ｂ、及び１３０４
ｃで示すように、大、中、及び小に従って増加させるか又は減少させる。図示されていな
いが、新たなコンフォートゾーンにディスプレイされるコンデンツは、コンテンツのユー
ザの選好度及び使用回数に従って再配置される。
【０１２３】
　本発明の他の実施形態では、上述した実施形態に従って設定されるコンフォートゾーン
が適用される範囲が追加で設定される。例えば、“コンフォートゾーン適用設定”メニュ
ーは、コンフォートゾーンがユーザデバイスに適用される範囲を設定するために基本設定
メニューに付加される。
【０１２４】
　図１１Ａは、本発明のまた他の実施形態によるユーザデバイスの設定メニューに付加さ
れたコンフォートゾーン適用設定メニューのメニュー項目を示す図である。
【０１２５】
　図１１Ａを参照すると、コンフォートゾーン適用設定メニューは、例えば、‘適用範囲
設定’メニュー項目、‘適用時点’メニュー項目、及び‘復帰時点’メニュー項目を含み
得る。
【０１２６】
　‘適用範囲設定’メニュー項目は、ホームスクリーンで提供されるアイコンを使用する
か否かを決定するためのＯｎ／Ｏｆｆボタンと、上述したアプリケーション制御ＵＩのよ
うな特定のＵＩを適用するか否かを決定するためのＯｎ／Ｏｆｆボタンと、ユーザデバイ
スに使用可能なすべてのスクリーン及びアイコンを使用するか否かを決定するためのＯｎ
／Ｏｆｆボタンとを含み得る。
【０１２７】
　‘適用時点’メニュー項目は、ユーザデバイスに使用可能なすべてのスクリーン及びア
イコンが常時使用されることを示すＯｎボタンが選択され、ユーザタッチ入力の所定のモ
ーションが入力される場合のみに、コンフォートゾーンが適用される追加の状態を設定で
きる。このとき、所定のモーションは、スライディング、ドラッグ、任意の部分領域の長
いタッチなどを含み得る。
【０１２８】
　図１１Ｂは、本発明のまた他の実施形態によるコンフォートゾーン適用設定メニューが
提供する‘適用時点’メニュー項目で‘常時適用’が選択された状況でユーザタッチ入力
がスライドである場合のみにコンフォートゾーンが適用される一例を示す図である。
【０１２９】
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　図１１Ｂを参照すると、既存のディスプレイ領域１４１０でスライディングモーション
が任意の方向に適用される方式で設定メニューの‘適用時点’が設定され、コンフォート
ゾーンが効率的であり、片手ユーザのターゲットアイコン１４０２が既存のディスプレイ
領域１４１０で片手ユーザの親指の移動範囲の外部に位置すると仮定する。片手ユーザが
任意の方向にディスプレイ領域１４１０の部分にわたって親指をスライドする場合に、デ
ィスプレイ領域１４１０は、上述した本発明の実施形態に従って予め定められた現在のデ
フォルトコンフォートゾーン１４２０にスイッチングされる。ターゲットアイコン１４０
２が現在のデフォルトゾーン１４２０内で移動するので、片手ユーザは、親指でターゲッ
トアイコン１４０２をタッチする。
【０１３０】
　‘復帰時点’は、ロックスクリーンが解除される度に、ロックスクリーンをコンフォー
トゾーンに自動でスイッチするメニュー項目を含み得る。この場合、コンフォートゾーン
は、本発明の第１の実施形態に従って設定され得る。復帰時点は、例えば、コンフォート
ゾーン１４２０をディスプレイするスクリーンにわたってスライディングモーションを構
成することにより設定され得る。逆に、スライディング方向は、コンフォートゾーン１４
２０にスイッチするために使用される。上述した方式で追加のＵＩがユーザに提供される
ので、ユーザは、ディスプレイ領域のコンフォートゾーン内でアイコンを容易に使用する
か又は設定し得る。したがって、ユーザ経験が向上する。
【０１３１】
　上記したように、本発明の実施形態では、一般的な入力データの処理及び出力データの
生成を含み、入力データの処理及び出力データの生成は、ハードウェア又はソフトウェア
とハードウェアとの組み合わせを通じて実現することができる。例えば、特定の電子部品
が、上述した本発明の実施形態に基づくコンテンツ検索、及び表示に関連した機能を実行
するための携帯デバイス、又は、それに類似又は関連する回路内で使用される。あるいは
、格納されている指示語に従って動作する少なくとも一つ又はそれ以上のプロセッサは、
上記した本発明の実施形態によるコンテンツの検索及び表示に関連した機能を実行するこ
とができる。このような場合、これら指示語が一つ又はそれ以上のプロセッサ読み取り可
能な記録媒体に格納されることは、現在開示されている範囲内にある。プロセッサ読み取
り可能な記録媒体の例としては、ＲＯＭ（Read-Only Memory）、ＲＡＭ（Random-Access 
Memory）、ＣＤ-ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク、及び光データ
格納デバイスを含む。また、これらプロセッサ読み取り可能な記録媒体は、ネットワーク
接続されたコンピュータシステムにわたって分散されることにより、指示語は分散形態で
格納され実行される。また、本発明を達成するための機能的コンピュータプログラム、指
示語、及び指示セグメントは、当該技術分野における熟練されたプログラマにとっては容
易に理解できることである。
【０１３２】
　以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲及び
趣旨を逸脱することなく様々な変更が可能であるということは、当業者には明らかであり
、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載及
びこれと均等なものの範囲内で定められるべきである。
【符号の説明】
【０１３３】
　１００ａ、１００ｂ　タッチスクリーン
　２００　扇形領域
　２０５　コンフォートゾーン
　３００　タッチスクリーン制御装置
　３０５　ディスプレイ部
　３１０　コンフォートゾーン決定部
　３１５　コンテキスト決定部
　３２０　ＵＩレイアウト変換部
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